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違約金差止訴訟の控訴取り下げについて 

 

 

 

〇 本日、山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラムにおける違約金の差止

請求控訴事件について、東京高等裁判所に控訴取下書を提出しました。 

 

〇 令和８年７月６日の県議会において「山梨県医師修学資金及び医師研修資

金貸与条例中改正の件」が議決され、違約金規定によらない新たな医師確保

対策の実施が確定的なものとなったことから、本件控訴を取り下げることと

したものです。 

 

〇 県では、今後も地域医療を担う医師の確保に向け、制度の運用改善に取り

組んで参ります。 
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